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男女共同参画の主な動き 
年 国 県 鹿屋市 

昭和50年 ＊総理府に「婦人問題企
画推進本部」「婦人問題

企画推進会議」「婦人問

題担当室」を設置 
＊「育児休業法」の成立 

  

昭和54年  ＊女性問題の窓口を青少年婦人

課に設置 
＊婦人関係行政推進連絡会議及

び婦人問題懇話会設置 

 

昭和56年  ＊「鹿児島県婦人対策基本計画」

策定 
 

平成２年  ＊婦人政策室を設置  
平成３年  ＊女性政策室に改称 

＊「鹿児島女性プラン 21」策定 
（３月） 
＊鹿児島女性プラン 21 推進会
議、鹿児島女性行政連絡会議の

設置 

 

平成６年 ＊総理府に「男女共同参
画室」設置 
＊男女共同参画審議会

設置 
＊内閣に「男女共同参画

推進本部」設置 

 社会教育課に女性政策担当窓口を

設置 

平成７年   ＊「鹿屋市女性プラン」要綱施行 
＊市民の意識調査 ３００人 ３９％

平成８年 ＊「男女共同参画 2000
年プラン」策定 

 ＊「鹿屋市女性プラン」基本目標策

定 
平成９年 ＊男女共同参画審議会

設置法による「男女共同

参画審議会」の設置 

 ＊社会教育課に女性政策係を設置

平成10年   ＊教育委員会社会教育課から企画

課に女性政策係を移管 
＊「鹿屋市女性に関する行政連絡

会議」設置要領施行（８月） 
＊鹿児島県地域リーダー養成講座

鹿屋市で開催（５日間講座） 
平成11年 ＊「男女共同参画社会基

本法」公布・施行（６月） 
＊「かごしまハーモニープラン」策

定（３月） 
＊かごしまハーモニープラン推進

懇話会、県男女共同参画推進本

部会議設置（４月） 

＊鹿屋市女性に関する行政推進連

絡会議・作業部会開催 
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年 国 県 鹿屋市 
平成12年 ＊「男女共同参画基本計

画」策定（12月） 
 ＊企画課・女性政策係から市民学

習施設課・男女共同参画推進室に

移管 
＊「鹿屋市女性プラン推進会議」を

｢鹿屋市男女共同参画推進会議｣と

改める。 
＊市民の意識調査 １，０００人 
回答率７２．８％ 
＊県の委託事業「ハーモニーセッ

ション２０００ｉｎかのや」開催 
平成13年 
 

＊中央省庁改革におい

て内閣府に「男女共同参

画会議」及び「男女共同

参画局」を設置 
＊「ＤＶ防止法」公布・施

行（10月） 

＊男女共同参画室に改称 
＊「鹿児島県男女共同参画推進

条例」公布（12月） 

＊「鹿屋市女性に関する行政推進

連絡会議」を「鹿屋市男女共同参画

行政推進連絡会議」と改める。 
（５月） 

平成14年  ＊「鹿児島県男女共同参画推進

条例」施行（１月） 
＊県男女共同参画審議会設置 

＊「かのや男女共同参画プラン」策

定（３月） 
＊行政改革により市民学習施設課

から市民学習推進課へ課名変更 
平成15年  ＊青少年女性課と男女共同参画

室 を再編し青少年男女共同参

画課設置 
＊鹿児島県男女共同参画センタ

ー（かごしま県民交流センター

内）設置 
ハーモニー推進課新設 

＊鹿屋市男女共同参画計画「実施

計画書」作成 

平成16年   ＊鹿屋市男女共同参画計画「平成

15 年度実績報告・平成 16 年度実
施計画」作成 

平成17年   ＊鹿屋市男女共同参画計画「平成

16 年度実績報告・平成 17 年度実
施計画」作成 
＊鹿屋市男女共同参画計画「平成

15～17年度実績報告作成 


